
沖縄空手流派指導体制構築事業補助金交付要綱 

 

 （通則） 

第１条 沖縄空手流派指導体制構築事業補助金（以下「補助金」という。）の交

付については、沖縄振興特別推進交付金交付要綱（平成 24 年４月 19 日府政

沖第 149号）及び沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和 47年沖縄県規則

第 102号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

 （交付目的） 

第２条 この補助金は、海外又は県外の道場若しくは団体からの招聘により熟

練指導者が自己負担無しで海外又は県外でセミナー等を実施する際、若手指

導者又は後継者が同行し熟練指導者のノウハウを継承するとともに、海外又

は県外の道場若しくは団体とのネットワークを構築・強化するため、若手指導

者又は後継者の渡航費を助成し、沖縄空手の保存及び将来の空手関係来訪者

数の増加を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第３条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 ⑴ 熟練指導者 段位７段以上、又は称号は教士以上を保持する者 

 ⑵ 若手指導者 段位３段以上を保持する者 

 ⑶ 後継者 熟練指導者の流会派を継承する者として熟練指導者が後継指名

をした者 

 

 （補助対象者） 

第４条 この要綱に基づく補助金を受けることができる者は、次の各号に定め

る若手指導者又は後継者とする。 

 ⑴ 全沖縄空手道連盟に所属する若手指導者又は後継者 

 ⑵ 沖縄空手・古武道連盟に所属する若手指導者又は後継者 

 ⑶ 沖縄県空手道連合会に所属する若手指導者又は後継者 

 ⑷ 沖縄県空手道連盟に所属する若手指導者又は後継者 

 ⑸ 一般社団法人沖縄伝統空手道振興会に所属する若手指導者又は後継者 

 

 （交付の対象経費及び補助率） 

第５条 知事は、海外又は県外の道場若しくは団体からの招聘により熟練指導

者が自己負担無しで海外又は県外でセミナー等を実施するために渡航する際、

若手指導者又は後継者が同行するための経費について予算の範囲内で補助金

を交付する。 

２ 補助対象経費は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 航空運賃 

  ア 運賃の等級を３以上の階級に区分する場合は、最上級の２級下位の級

の運賃を上限とする。 

  イ 運賃の等級を２階級に区分する場合は、下級の運賃を上限とする。 

  ウ 運賃の等級を設けない場合には、航空機の利用に要する運賃 

 ⑵ 燃油サーチャージ 

 ⑶ 航空保険特別料金 



 ⑷ 空港税 

 ⑸ 宿泊料 

  ア 国内宿泊料は、一泊当たり沖縄県職員の旅費に関する条例（昭和 47年

条例第 49 号。以下「旅費条例」という。）第 20 条に定める額を上限とす

る。ただし、実費が同条に定める額より低い場合は、実費額とする。 

  イ 海外宿泊料は、一泊当たり旅費条例第 34 条に定める額を上限とする。

ただし、実費が同条に定める額より低い場合は、実費額とする。 

  ウ 固定宿泊施設（宿泊することができる移動しない施設で、一泊あたりの

宿泊料が定められている施設のこと。）に宿泊しない場合における宿泊料

は、補助対象外とする。 

 ⑹ 航空券または宿泊に係る手配手数料 

 ⑺ 通常の航空運賃に含まれるべき座席指定料金及び保険料金（ＬＣＣを活

用した場合） 

３ 補助率は対象経費の 10分の８以内とし、補助上限は 50万円とする。 

 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交付

申請書（様式第１号）及び添付書類を渡航の開始日から起算して 14日前まで

に知事に提出しなければならない。 

２ 交付申請に添付する書類は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 申請者が第４条に掲げる団体に所属していることを証明するものの写し 

 ⑵ 熟練指導者の航空券の写し 

 ⑶ 申請者の航空券の写し 

 ⑷ 補助対象経費に係る見積書、請求書等の写し 

 ⑸ 旅程及びセミナー等実施スケジュール又はパンフレット 

３ 第１項の交付の申請をするに当たって、当該補助金にかかる消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費

税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）の規定により仕入れに

係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

に交付率を乗じて得た金額をいう。（以下「消費税等仕入控除税額」という。））

を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕

入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

４ 申請者は、交付対象経費を同じくする他の補助金と重複して申請してはな

らない。 

 

 （交付の決定） 

第７条 知事は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、申請に係る補

助事業が適正であると認めたときは、交付決定通知書により申請者に通知す

るものとする。 

２ 前項の交付の決定にあたり、知事は、補助金の適正な交付を行うために必要

があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件

を付して交付の決定をすることができる。 

 

 （申請の取下げ） 

第８条 前条の補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の



交付決定の通知を受けた日から起算して 30 日以内に、交付申請取下げ書（様

式第２号）を知事に提出しなければならない。 

 

 （変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の

内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書

（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変

更し、又は条件を付すことができる。 

３ 知事は、前項の規定により交付決定内容の変更を承認し、又は条件を付した

場合は、変更承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第 10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらか

じめ、中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

 （事故報告） 

第 11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事

業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書（様式第５号）により、

知事に報告を行い、その指示を受けなければならない。 

 

 （状況報告） 

第 12条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し知事が報告を求めたとき

は、遂行状況報告書（様式第６号）を知事に速やかに提出しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第 13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の廃止の承

認を受けた日から起算して 30 日以内又は交付決定に係る年度の３月 10 日の

いずれか早い日までに、実績報告書（様式第７号）及び添付書類を知事に提出

しなければならない。 

２ 実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 熟練指導者の搭乗券の半券 

 ⑵ 申請者の搭乗券の半券 

 ⑶ 補助対象経費に係る請求書又は領収書の写し 

 ⑷ 参加したセミナー等の実施状況が分かる資料等 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕

入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告

しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の完了後においても知事の指示があるときは、補助

事業に係る実績、効果等について報告しなければならない。 

 

 （額の確定等） 

第 14条 知事は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査

及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が

補助金の交付の決定の内容（第９条に基づく承認をした場合は、その承認され

た内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金



の額を確定し、補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知するものと

する。 

２ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。 

３ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、知事は、

期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に

応じて年利 10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第 15 条 知事は、第 10 条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合

又は次に掲げる場合には、第７条の決定の内容（第９条の規定に基づく承認を

した場合は、その承認した内容）の全部又は一部を取り消し、又は変更するこ

とができる。 

⑴ 法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した

場合 

 ⑵ 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

 ⑶ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場

合 

 ⑷ 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を

継続する必要がなくなった場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合、交付決定取消通知書により補助事業者に

通知するものとする。なお、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付

されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利

10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができ

る。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、

前条第３項の規定を準用する。 

 

 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 16 条 知事は、第 14 条の規定に基づく補助金の額の確定後に、消費税及び

地方消費税の申告により補助金にかかる消費税等仕入控除税額が確定した場

合には、消費税等仕入控除額確定報告書（様式第８号）により知事に速やかに

報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又

は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の返還については、第 14条第３項の規定を準用する。 

 

 （立入検査） 

第 17条 知事は、補助金の交付手続き上必要があると認めたときは、補助事業

者に対し必要な書類の提出を求め、又は関係職員（その委任を受けた者を含

む。）に帳簿、証拠書類、その他必要な物件を検査させることができる。 

 

 （補助金の請求） 

第 18 条 補助金は、第 14 条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定



した後に支払うものとする。ただし、知事が必要と認める経費については、概

算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとする場合は、補助金

概算払請求書（様式第９号）又は補助金精算払請求書（様式第 10号）を知事

に提出しなければならない。 

 

 （補助金の経理） 

第 19条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と区分して経理

の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助事業の廃止した日又は完

了した日の属する会計年度の終了後から５年間保存しなければならない。 

 

 （雑則） 

第 20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

２ 本要綱に規定する申請書その他の書類は、１部とする。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度予算に係る補助金から

適用する。 

 

 

 


